
 

 

富山大学人間発達科学部附属人間発達科学研究実践総合センター紀要投稿要項 
 

平成 20 年 7 月 16 日制定 
 
１ 紀要編集 
  センター紀要編集委員会（「以下「委員会」という。）では，人間発達科学部附属人
間発達科学研究実践総合センター（以下「センター」という。）の紀要として，毎年度
に１号の原稿を 募集し，編集を行なう。 

２ 著者の資格 
 （１）人間発達科学部（以下「学部」という。）の専任教員 
 （２）学部附属学校園の専任教員 
 （３）編集委員会が認めた者及び学部の教員との連名で投稿する者 
３ 原稿の内容 
 （１）投稿原稿は，未発表のものとする。 
 （２）教育実践にかかわる理論的実践的研究に関する論文，報告，資料，その他とする。 
    ①論文とは，新たな発見また見解を示した研究成果を論述したものをいう。 
    ②報告とは，授業実践報告などをいう。 
    ③資料とは，研究レビューや紹介，総説などをいう。 
    ④その他とは，上記①から③以外のものをいい，著者が投稿の際にその名称を申

告する。 
 （３）著者は，原稿の種類（論文，報告，資料，その他）を申告する。 
 （４）著者は，原稿枚数が別に定める基準を超える場合には，原則として経費を負担す

るものとする。 
４ 投稿と受領 
 （１）原稿の締め切り日は，８月３１日とする。但し，その日が土曜日の場合は，翌々

日，日曜日の場合は，翌日とする。 
 （２）投稿カードに所定の事項を記入のうえ，原稿２部と原稿を記録した電子メディア

をセンター事務室に提出する。 
   上記の２の（３）による者は，その所属研究機関あるいは勤務先を記入する。 
５ 原稿の受付 
 （１）本委員会では，投稿された原稿について，本要項と執筆要項に照らしてその要件

を満たしているならば，受け付ける。 
６ 修正と受理 
 （１）本委員会では，受け付けた原稿について査読する。 
 （２）本委員会では，原稿について，本委員会外にも意見を求めることができる。 
 （３）本委員会は，原稿の訂正を著者に求めることができる。 



 

 

 （４）原稿の採否は，本委員会が決定する。 
 （５）本委員会で採用を決定した年月日をもって，受理年月日とする。 
７ 校正 
 （１）校正は，著者の責任において所定の期間までに，初校及び再校を行なう。 
 （２）校正時における原稿の修正は認めない。 
 （３）三校以降は，委員会の責任で行なう。 
８ 二次利用 

掲載された原稿の二次利用は，本委員会に委ねるものとする。 
 
 
 
 
 

富山大学附属人間発達科学研究実践総合センター紀要執筆要項 
 

平成 20 年 7 月 16 日制定 
 
１ 原稿の形式 

    （１）１篇として成立し，分割されていないものとする。 
    （２）言語は原則として日本語，英語とし，その他紀要編集委員会で認めるものとする。 
    （３）母国語以外を用いるときは，校閲を受けることが望ましく，著者より依頼する。 
    （４）現行の表記法を用いる。 
    （５）単位，及び単位記号は，原則として M.K.S 単位系を用いる。 

 
２ 原稿の書式と体裁 

（１）１篇につき，図・表・写真等を含め，刷り上り１４頁以内とする。やむを得ず制
限を超える場合は著者の負担で掲載を認める。 

（２）原稿の体裁は，書式見本（別紙）を基本とする。 

（３）上記が困難な場合は，A４判用紙に３２字×２５行で印字する。図表がある場合は，
そのまま印刷可能なものを添付すること。 

（４）投稿論文数は、筆頭者１人につき，各号１篇とする。筆頭者による２篇以上の投
稿については，編集委員会が審議して掲載の可否を決め、第２篇からは著者の負担
で掲載を認める。 


